
 
 
 
 
 

◇申請時の注意 
・必ず事前に電話５１－２４０７まで予約の上、登録申請におこしください。 

・登録申請は正本と副本（写し）の２通が必要です。 

・新規手数料： \4,000 更新手数料： \3,000  

 
 
◇必要書類 

番号 提出書類 備 考 
法

人 

個

人 
Check 

１ 申請書 引取業者登録（登録の更新）申請書（様式第一） ○ ○  

２ 

フロン類が含まれているか

どうかを確認する書類 

 

①または②を提出して下さい。 

①使用済自動車の構造に関し十分な知見を有する者が使用済

自動車に冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認で

きる体制を示した書類 

（例えば、自動車整備士や中古自動車査定士等の資格証等の

写し等、業界団体等が行う講習の受講修了証の写し等） 

②使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒と

してフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な

方法（残存フロン類の確認方法）を記載した書類 

○ ○  

３ 住民票の写し 

・住民票は、発行日より３ヶ月以内のもので、本籍（外国人にあって

は、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の４５に

規定する国籍等）の記載のあるものに限ります。 

・個人番号（マイナンバー）の記載のないものに限ります。 

・申請者が未成年者の場合には、法定代理人の分も必要 

 ○  

４ 商業登記簿謄本 ・発行日より３ヶ月以内のもの ○   

５ 
事業所付近の見取図 

（地図） 

・事業場の境界からおおむね３００ｍまでの範囲で記入してくださ

い。 
○ ○  

6 誓約書 

・申請者が法第４５条第１項各号（欠格要件）に該当しない者である

ことを誓約する旨の書類 

 （※）欠格要件に該当するおそれがあるとして、審査に必要な書

類の提出を求められた場合、精神の機能の障害に関する医師の

診断書を提出してください。  

○ ○  

7 
引取業者登録等通知書の

写し 

更新の場合にあっては、現行の引取業者登録等通知書の写し 

（更新申請日において有効期間内であることを確認してください。） 
〇 〇  

   

  
  

引取業 



様式第一（第四十六条関係）  

 

登   録 

引取業者     申請書 

登録の更新 

 ※登 録 番 号  

※登録年月日  

                                年  月  日 

 豊橋市長  殿 

 

 

                                        （郵便番号） 

                                          住  所 

 

                                          氏  名                            

                                        （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                          電話番号 

 

                                                                 

  使用済自動車の再資源化等に関する法律第４３条第１項の規定により、必要な書類を添

えて引取業者の登録（登録の更新）を申請します。 

 

役員の氏名（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者。 

法人である場合に記入すること。） 

 (ふりがな) 

氏 名 

  

役職名 

  

法定代理人の氏名及び住所（未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合に記入

すること。） 

 (ふりがな) 

氏 名 

 

住 所  （郵便番号） 

 

電話番号 

   



 

法定代理人の名称及び住所並びにその代表者の氏名（未成年者であり、かつ、その法定代理人

が法人である場合に記入すること。） 

 名 称  

(ふりがな) 

代表者 

の氏名 

 

住 所  （郵便番号） 

 

                           電話番号 

法定代理人の役員の氏名（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者。未成年者であり、

かつ、その法定代理人が法人である場合に記入すること。） 

 （ふりがな） 

氏 名 

 

役職名 

  

事業所の名称及び所在地 

 名 称  

所在地  （郵便番号） 

 

                           電話番号 

使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれ

ているかどうかを確認する体制 

  

備考 １ ※印の欄は、更新の場合に記入すること。 

２ 事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」以降の欄を繰り返し設

け、事業所ごとに記載すること。ただし、「使用済自動車に搭載されているエアコ

ンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制」

の欄については、まとめて記載することも可能とする。 

   ３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

   
  



（引取業者用 前面） 

 

 

誓  約  書 
 

   年   月   日 
 
   豊橋市長 殿  
 
                                  住所 
 
                                  氏名                                
                                    （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
 
 
 申請者は、使用済自動車の再資源化等に関する法律第４５条第１項第１号から第７号ま

でに該当しない者であることを誓約します。 
 



（引取業者用 裏面） 
役員名簿 
 

（ふりがな） 
氏名 

生年月日 本籍 

役職名 住所 

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

 
 


